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ＪＲ不採用問題の早期全面解決を求める意見書（案）

国鉄分割民営化が実施され、２１年が経過していますが、その過程で発生した職員の不

採用問題が長期化していることは憂慮すべき事態です。

この間、１９９９年５月には、自民・民主・公明・社民・共産・自由の参議院各派代表

者がそろって政府に「早期解決」を要請し、政府も努力する意向を表明した経緯がありま

す。

２００３年１２月、最高裁が「国鉄が採用候補者の名簿の作成に当たり不当労働行為を

行った場合には、国鉄もしくは国鉄の法的地位を引き継いだ清算事業団は使用者責任を免

れない」との判断を示しました。ＩＬＯ（国際労働機関）は２００４年６月、政府に対し、

この最高裁判断に留意し「問題解決のため、政治的、人道的精神に基づき、すべての関係

者との話し合いを促進するよう勧める」６度目の勧告を出しています。

また、２００５年９月には、東京地裁は「鉄建公団訴訟」判決を言い渡し、採用に当た

って不当労働行為があったことを認めています。さらに、今年１月２３日にも東京地裁は

全動労訴訟判決で不当労働行為があったことを認めています。

よって、政府ならびに国会は、ＩＬＯ条約批准国の一員として、この勧告を真摯に受け

止め、問題解決のためすべての関係者との話し合いを早期に開始するよう強く要請します。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。
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